
  

一 

令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１０１号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

公
安
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

公 
 

告 

○ 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
補
欠
選
挙
に
係
る
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に 

 
 

 

 
 

都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 
 

 
 

 
 

 
 

五 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に 

 
 

 

 
 

関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に 

 
 

 

 
 

都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
□
二
件
□ 

 
 

 

六 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に 

 
 

 

 
 

関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
□
三
件
□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に 

 
 

 

 
 

都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
□
三
件
□ 

 
 

 

八 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に 

 
 

 

 
 

関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に 

 
 

 

 
 

都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に 

 
 

 

 
 

関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
□
二
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に 

 
 

 

 
 

都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 
 

 
 

 
 

一
二 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に 

 
 

 

 
 

関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催
□
五
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
二 

〇 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公 

 
 

 

 
 

聴
会
の
開
催
□
二
十
五
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五 

○ 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
六 

公

安

委

員

会

規

則 

 
 

 
 

          
 

 
 

                      

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

7

年

12 

月

12

日 

定 
 

例 

 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

こ
こ

に
公

布
す

る
。

 

 
 

令
和

７
年

１
２

月
１

２
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

飯
 

田
 

 
浩

 
子

 
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

規
則

第
１

２
号

 

 
 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 
千

葉
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
（

昭
和

３
５

年
千

葉
県

公
安

委
員

会
規

則
第

１
２

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
第

２
条

の
３

第
１

項
第

４
号

ア
中

「
第

１
３

条
第

１
項

各
号

に
掲

げ
る

」
を

「
第

１
３

条
第

１
項

に
規

定
す

る
」

に
改

め
る

。
 

 
第

５
条

中
第

８
項

を
第

９
項

と
し

、
第

７
項

を
第

８
項

と
し

、
同

条
第

６
項

中
「

前
項

の
駐

車
許

可
 

証
」

を
「

第
５

項
の

駐
車

許
可

証
の

交
付

を
受

け
た

者
」

に
改

め
、

「
間

、
」

の
次

に
「

当
該

駐
車

許
可

証
（

前
項

に
規

定
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
駐

車
許

可
証

を
電

子
計

算
機

の
映

像
面

、
書

面
そ

の
他

の
も

の
に

表
示

し
た

も
の

）
を

」
を

加
え

、
「

場
所

に
掲

出
」

を
「

箇
所

に
掲

示
」

に
改

め
、

同
項

を
同

条
第

７
項

と
し

、
同

条
第

５
項

の
次

に
次

の
１

項
を

加
え

る
。

 

６
 

前
項

の
駐

車
許

可
証

の
交

付
が

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
し

て
行

わ
れ

た
場

合
は

、
当

該
駐

車
許

可
証

の
交

付
を

受
け

た
者

は
、

次
項

の
規

定
に

よ
る

掲
示

を
行

う
目

的
そ

の
他

の
正

当
な

目
的

の
た

め

に
当

該
駐

車
許

可
証

の
複

製
を

作
成

す
る

と
き

で
あ

つ
て

当
該

複
製

が
当

該
駐

車
許

可
証

の
交

付
を

受

け
た

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

又
は

そ
の

者
の

管
理

す
る

電
磁

的
記

録

媒
体

に
記

録
さ

れ
る

と
き

を
除

き
、

当
該

駐
車

許
可

証
に

係
る

電
磁

的
記

録
を

複
製

し
、

又
は

複
製

さ

せ
て

は
な

ら
な

い
。

 

 
別

記
第

４
号

様
式

の
２

中
「

第
５

条
第

７
項

」
を

「
第

５
条

第
８

項
」

に
改

め
る

。
 

 
別

記
第

４
号

様
式

の
２

の
２

中
「

第
５

条
第

８
項

」
を

「
第

５
条

第
９

項
」

に
改

め
る

。
 

 
別

記
第

５
号

様
式

及
び

第
５

号
様

式
の

２
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 
  

 
 

 
 

  
 

                                

  
 

 
 

 

  
 

                                

※
署

コ
ー
ド

※
事

業
所

コ
ー
ド

年
月

日

年
月

日
⑨

(
ふ

り
が

な
)

(ふ
り

が
な

)

年
月

日

（

3

1
 
1
 
官
公

署
　

2
 
公
社

公
団

等
　
3
 
農
業

 
4
 
林
業

　
5
 
漁

業
　

6
 鉱

業
　
7
 
建
設

業

 
8
 
製
造

業
　

9
 
卸
･
小

売
業

　
1
0
 
不
動

産
業

1
2

3
 
1
1
 
金
融

保
険

業
　

1
2
 運

輸
業

4
5

）
 
1
3
 
電
気

ガ
ス

業
　

1
4
 通

信
業

 
1
5
 
サ
ー

ビ
ス

業
　

1
6
 そ

の
他
（

　
　

　
　

）

大
小

大
普

大
中

準
普

大
中

準
普

型
型

型
通

中
軽

中
軽

特
特

二
二

型
型

型
通

型
型

型
通

殊
殊

輪
輪

□

 
そ
の

他
（

）
準

大
普

小

一
二

一
二

一
二

一
二

種
種

種
種

型
種

種
種

種
二

二
特

自至
⑫

自至自至
1

2
3

自
4

5

至
6

）

備
　

考

備
考1

※
印

の
欄

は
記

入
し
な

い
こ

と
。

2

千
葉

県
公

安
委

員
会

様 安
 全

 
運
 
転

 
管
 
理
 
者

 
に
 
関

 す
 
る
 
届

 出
 
書

※
新

規
※

変
更

※
解

任

①
届

出
者

の
氏

名
又
は

法
人

の

 
安
全

運
転
管

理
者

を
選
任

・
解

任
名

称
及

び
代

表
者
の

氏
名

 
届
出

記
載
事

項
（

③
・

⑤
・
⑨

・
⑩

）
を

変
更

）

②
選

任
年

月
日

〒

 
お
届

け
し
ま

す
。

住
　
所

（
電
話

し
た
の

で

③
名

　
称

安
全

運
転

管
理

者
使用の本拠

氏
名

④
生

年
月

日

運
 転

 
の
 
管

 理
 
経
 
験

要
件

公
安
委

員
会

位
　
置

資
格

（
年

　
齢

）
歳
）

の
認

定

業
種
別

職
務

上
の

地
位

 
主
任

そ
の

他
（

⑤
使
用

者
課

長
以

上
 
係

長

　
・
 
・

　

⑥

　
・

 
・
　

　
・

 ・
　

計
持
っ

て
い

る
年

月
日

動

管
理

者
が

運
使用の本拠における自動車台数・運転者数

⑩
乗

用
貨

物

転
免

許
を

取
得

免
許
の

種
類

安
全
運

転

名
）
・

場
合

免
許

証
等

写
し

添
付

車

番
号

台 自

⑦
勤

務
 
日
勤

隔
日

数

安
全

運
転

管
理

者
⑪

免
大

中
普

大

の
勤

務
の

態
様

副
安

全
運

転
あ

り
（

中
通

特
自

自
計

な
し

運
許

型
型

管
理

者
の

有
無

転
種

・
　
・

・
　
・

氏
名

・
　
・

・
　
・

事
由

そ
の

他
（

・
　
・

・
　
・

前安全運転管理者

解
任

年
月

日

数

⑧
安全運転管理者の略歴

勤
務

期
間

勤
務

所
名

職
務

上
の

地
　

　
位

者
別

２
年

以
上

2
公

安
委

員
会

の
教

習
修

了
者

で
１

年
以

上

日

届
出

事
項

変
更

の
場
合

は
、

①
、

③
及
び

⑨
の

欄
を

記
載
の

上
、

変
更

す
る
届

出
事

項
欄

を
す
べ

て
記

載
す

る
こ
と

。

・
　
・

解
任

死
亡

退
職

転
任

・
　
・

解
任

命
令

 
減
車

年
月

 
第

５
号

様
式

（
第

９
条

の
２

）
 

 
 

 

 
※
署
コ
ー
ド

※
事
業

所
コ
ー
ド

年
月

日
⑨

(
ふ
り
が
な
)

(ふ
り
が

な
)

年
月

日

（

1
2

3

 
1
 官

公
署
　

2 
公
社
公
団
等
　
3
 
農
業

 
4
 林

業
　
5
 
漁
業
　
6
 鉱

業
　
7
 
建
設
業

 
8
 製

造
業
　

9 
卸
･小

売
業
　
10
 
不
動
産
業

1
2

3
 
1
1 
金
融
保
険
業
　
1
2
 運

輸
業

4
5

）
 
1
3 
電
気
ガ
ス
業
　
1
4
 通

信
業

 
1
5 
サ
ー
ビ
ス
業
　
1
6
 そ

の
他
（

　
　
　
　
）

大
小

大
普

大
中

準
普

大
中

準
普

型
型

型
通

中
軽

中
軽

特
特

二
二

型
型

型
通

型
型

型
通

殊
殊

輪
輪

 そ
の

他
（
　
　
　
　
　
）

）
準

大
普

小

一
二

一
二

一
二

一
二

種
種

種
種

型
種

種
種

種
二

二
特

自至
⑫

自
前

管

至
副

理

自
安

者

至
全

1
2

3

自
運

4
5

至
転

6
）

備
　

考

備
考1

※
印
の
欄
は

記
入
し
な
い
こ
と
。

2

副
 
安
 全

 
運
 
転
 管

 
理
 
者
 に

 
関
 
す
 る

 
届
 
出
 書

年
月

日

※新
規

※
変

更
※解
任

※
副
管
コ
ー
ド

千
葉

県
公

安
委

員
会

様

①
届
出
者
の
氏

名
又
は
法
人
の

　
副

安
全
運
転
管
理
者
を

選
任

・
解

任
名
称
及
び
代

表
者
の
氏
名

⑤

（
電
話
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

②
選

任
年

月
日

〒

　
お

届
け
し
ま
す
。

住
　
所

し
た
の
で

　
届

出
記
載
事
項
（
③
・
⑤

・
⑨
・
⑩
）
を
変
更

資
格

要
件

③
名
　
称

副
安
全
運
転
管
理
者

使用の本拠

氏
名

④
生

年
月

日
位
　
置

運
転

の
管

理
運

転
の

経
験

経
験

１
年

以

上

公
安
委
員
会

上 期
間

３
年

以
の

認
定

安
全

運
転
管

理
者

の
氏
名

 日
勤

隔
日

使
用
者

課
長
以

上
 係

長

（
年
　
齢
）

歳
）

業
種
別

職
務

上
の
地
位

 
主
任

そ
の
他
（

が
運

転
免

許

⑥
免
許

の
種

類

取
得

　
・
 ・

　
　
・
 
・
　

　
・
 
・
　

副
安
全

運
転

管
理

者

車

⑦
勤

務

別

大
中

計
を
持
っ

て
い

年
月

日
動

る
場
合

免
許

証
等

番
号

台 自数

副
安
全
運
転

管
理

⑪

自
自

計
管

理
者

の
有

無
転

種
な

し
運

許
型

型
中

使用の本拠における自動車台数・運転者数

⑩
乗

用
貨

物

免

・
　
・

・
　
・

解
任

年
月

日

大

者
の
勤
務
の

態
様

他
の

副
安

全
運

転
通

特

普

勤
務
期
間

勤
務
所
名

職
務
上

の
地
位

者

□
写

し
添
付

そ
の

他
（

数

あ
り
（

名
）

･

⑧
副安全運転管理者の略歴

・
　
・

解
任

・
　
・

届
出
事
項
変

更
の
場
合
は
、
①
、
③

及
び
⑨
の
欄
を
記
載

の
上
、
変
更
す
る
届
出

事
項
欄
を
す
べ
て
記

載
す
る
こ
と
。

死
亡

退
職

転
任

・
　
・

解
任

命
令

 減
車

月
日

・
　
・

・
　
・

氏
名

・
　
・

年

事
由

 
第

５
号

様
式

の
２

（
第

９
条

の
２

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

三 
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年
　

　
　

月
　

　
　

日
公

安
委

員
会

記
録

初
回

交
付

日
交

付
番

号
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

―
　

　
　

　
　

　
　

　
　

―
　

１
　

　
２

　
　

３

取
消

日
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

取
消

番
号

免
許

情
報

記
録

の
番

号

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
公

安
委

員
会

交
付

3

焼
失

2

盗
難

1

亡
失

再
交

付
申

請
理

由

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

変更部分のみ記入

フ
リ

ガ
ナ

新
氏

名

新
住

所

運
転

経
歴

情
報

記
録

の
番

号

公
安

委
員

会
交

付

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
公

安
委

員
会

記
録

9

そ
の
他

8

写
真

変
更

7

記
載
・
条
件

変
更

6

破
損

5

汚
損

4

滅
失

運
転

経
歴

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
の

暗
証

番
号

個
人

番
号

カ
ー

ド
の

効
力

有
効

　
　

　
・

　
　

　
無

効

確
認

書
類

・
住
民

票
 
　

・
個

人
番

号
カ

ー
ド

　
 
・

表
示

変
更

証
明

書
  

 ・
在

留
カ

ー
ド

・
そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

変
更

内
容

1
2

3
4

住
所

氏
名

氏
・

住
呼

び
名

免
許

証
の

番
号

運
転

経
歴

証
明

書
の

番
号

生
年

月
日

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

日
電

話
番

号

住
所

運
転

経
歴
証

明
書

及
び

運
転

経
歴

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
の

う
ち

現
に

有
す
る

も
の

運
転

経
歴

証
明

書
　

・
　

運
転

経
歴

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド

運
転

経
歴
証

明
書

及
び

運
転

経
歴

情
報

記
録

個
人

番
号

カ
ー

ド
の

う
ち

手
続

終
了
後

に
有

す
る

こ
と

を
希

望
す

る
も

の
運

転
経

歴
証

明
書

　
・

　
運

転
経

歴
情

報
記

録
個

人
番

号
カ

ー
ド

運
転

経
歴

証
明

書
交

付
等

・
再

交
付

申
請

書

運
転

経
歴

証
明

書
記

載
事

項
等

変
更

届
出

書
受

付
場

所

１
．

新
規

申
請

　
２

．
再

交
付

申
請

　
３

．
記

載
変

更

申
請

日
年

　
　

　
月

　
　

　
日

フ
リ

ガ
ナ

手
数

料

氏
名

千
葉

県
公

安
委

員
会

　
様

 
別

記
第

１
１

号
様

式
の

３
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
第

１
１

号
様

式
の

３
（

第
１

９
条

の
２

第
１

項
）

 

 
 

取
消
処
分
者
講
習
受
講
申
請
書
 

   
 
   

 
   

 
   

 
   

  
  
  
  
 
   

  
  
  
  
  
   

 
   

 
  
  
年
 

 
 

月
 
 
 
日
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
 

 ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
 
 

生
年

月
日
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

氏
 

名
  

本
 

籍
  

電
 
話
 
 
（
 
 
 
）
 

住
 

所
  

欠
格

期
間

満
了

の
日
   

 
 
  
 
   

 
   

  
 年

 
 

 
 

月
 

 
 

 
日
 

取
消

前
に

取
得

し
て
 

い
た

免
許

の
種

類
 

第
 
一
 
種
 

第
 
二
 
種
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
  型
 

中
  

型
 

準中型
 

普
  

通
 

大
  特
 

大自二
 

普自二
 

小
  

特
 

原
  

付
 

けん引
 

大
  

型
 

中
  

型
 

普
  

通
 

大
  

特
 

けん引
 

交
付

公
安

委
員

会
   

 
 
  
 
   

 
   

 
   

  
  
  
  
 
   

  
  
  
公
安

委
員

会
 

希
望

す
る

講
習

の
車

種
 

 
 

 
※
講

習
日
 

 
 
 

年
 

 
月

 
 
日
 

四
 

輪
 

二
 

輪
 

原
 

付
 

※
講
習
場
所
 

 

仮
免

許
証

の
有

無
   有

・
無
 

仮
免

許
証

発
行

番
号
  

仮
免

許
証

交
付

公
安

委
員

会
   

 
 
  
 
   

 
   

 
   

  
  
  
 
  
 公

安
委
員

会
 

※
手
 

数
 

料
 
   

備
考
 
１
 
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
住
所
欄
は

、
明

瞭
に

楷
書

で
記

載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
※
印
の
欄
に
は
、
記
載
し
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
３
 
本
講
習
の
有
効
期
間
は
、
１
年
間
と
す
る

。
 

 
別

記
第

１
２

号
様

式
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
第

１
２

号
様

式
（

第
２

０
条

第
１

項
）

 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 
   

 
 

 

                                 

       

告

示 

千
葉
県
告
示
第
六
百
四
号 

 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
長
生
郡

長
生
村
及
び
白
子
町
の
一
部
を
受
益
地
域
と
す
る
県
営
両
総
松
潟
支
線
地
区
土
地
改
良
事
業
□
農
業
用
用

排
水
施
設
□
計
画
を
決
定
し
た
□ 

 

そ
の
関
係
書
類
は
□
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
こ
の
計
画
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
□
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
□
千
葉
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

ま
た
□
こ
の
計
画
に
つ
い
て
は
□
そ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇

月
以
内
に
□
千
葉
県
を
被
告
と
し
て
□
訴
訟
に
お
い
て
千
葉
県
を
代
表
す
る
者
は
千
葉
県
知
事
と
な

る
□
□
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□
な
お
□
こ
の
決
定
が
あ
□
た
こ
と
を

知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
で
あ
□
て
も
□
こ
の
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
□
□
□
た
だ
し
□
前
記
の

審
査
請
求
を
し
た
場
合
は
□
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
□
た
こ
と
を
知
□
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
六
箇
月
以
内
に
□
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称 

 
 

県
営
両
総
松
潟
支
線
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
一
月
十
九
日
ま
で 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

長
生
郡
長
生
村
役
場
及
び
白
子
町
役
場 

公

告 

 
 

 

土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
補
欠
選
挙
に
係
る
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧 

 

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
□
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
□
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

柏
都
市
計
画
事
業
柏
北
部
中
央
地
区
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
補
欠
選
挙
に
係
る
選
挙

年
 

 
月
 
 

日
 
 

 
千

葉
県
公
安

委
員
会
 

様
 

住
 
所
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

届
出
者
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

氏
 
名
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

公
示

事
項

等
変

更
届

出
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
指

定
講

習
機

関
に

関
す

る
規

則
第

４
条

第
１

項
第
３

項
の

規
定

に
よ

る
公

示
事

項
等

の
変

更
の

届
出

を
し

ま
す

。
 

記
 

１
 

特
定
業
務

を
行
っ
て

い
る
事

務
所
の
名

称
 

２
 

特
定
業
務

を
行
っ
て

い
る
事

務
所
の
所

在
地
 

３
 

変
更
す
る

事
項
（
書

類
の
内

容
）
 

４
 

変
更
後
の

事
項
（
書

類
の
内

容
）
 

５
 

変
更
日
 

６
 

備
考
 

備
考
 

届
出
者
が

法
人
で
あ
る

と
き

は
、
届
出

者
の

氏
名
の
欄

に
は

、
そ
の

名
称

及
び
代
表

者
の
氏
名

を
記

載
す
る
こ

と
。
 

 
別

記
第

１
７

号
様

式
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。
 

 
第

１
７

号
様

式
（

第
２

６
条

第
３

項
）

 

 
 

 
附

 
則

 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

規
則

は
、

令
和

７
年

１
２

月
１

５
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

２
条

の
３

第
１

項
第

４
号

ア
の

改
正

規
定

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

規
則

の
施

行
の

日
前

に
、

改
正

前
の

千
葉

県
道

路
交

通
法

施
行

細
則

の
規

定
に

よ
り

調
製

し
た

用
紙

は
、

同
日

以
後

に
お

い
て

も
、

当
分

の
間

、
所

要
の

調
整

を
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 



  

五 

令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１０１号 

人
名
簿
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

柏
市
若
柴
一
六
〇
番
地
一 

 
 

千
葉
県
柏
区
画
整
理
事
務
所 

三 

縦
覧
時
間 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
八
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

野
田
市
役
所
八
階
大
会
議
室
□
野
田
市
鶴
奉
七
番
地
の
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

野
田
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
□
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
野
田
市
建
設
局
都
市

部
都
市
計
画
課
及
び
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
野
田
市
建
設
局
都
市
部
都
市
計
画
課
又

は
都
市
整
備
課
□
郵
便
番
号
二
七
八―

八
五
五
〇 

野
田
市
鶴
奉
七
番
地
の
一
□
ま
で
提
出
す
る
□

な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
市

街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
五
四
一
□
並
び
に
野
田
市
建
設
局
都
市
部
都
市
計
画
課

□
電
話
〇
四
□
七
一
二
三
□
一
一
九
三
□
及
び
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
□
七
一
二
三
□
一
六
四 

 
 

七
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
七
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

流
山
市
役
所
第
二
庁
舎
三
階
三
〇
一
会
議
室
及
び
三
〇
二
会
議
室
□
流
山
市
平
和
台
一
丁
目
一
番

地
の
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

流
山
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 
１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
流
山
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
都
市
計
画
課 

 

２ 
縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
流
山
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
都
市
計
画



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 

課
□
郵
便
番
号
二
七
〇―

〇
一
九
二 

流
山
市
平
和
台
一
丁
目
一
番
地
の
一
□
ま
で
提
出
す
る
□
な

お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 
２ 
申
出
期
限 

 
 

 
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
流

山
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
□
七
一
五
〇
□
六
〇
八
七
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

松
戸
市
役
所
議
会
棟
三
階
特
別
委
員
会
室
□
松
戸
市
根
本
三
八
七
番
地
の
五
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

松
戸
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
□
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
松
戸
市
街
づ
く
り
部

都
市
計
画
課
及
び
街
づ
く
り
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
松
戸
市
街
づ
く
り
部
都
市
計
画
課
□
郵

便
番
号
二
七
一―

八
五
八
八 

松
戸
市
根
本
三
八
七
番
地
の
五
□
又
は
街
づ
く
り
課
□
郵
便
番
号
二

七
一―

〇
〇
七
二 

松
戸
市
竹
ケ
花
一
三
六
番
地
の
二
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る

意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
市

街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
五
四
一
□
並
び
に
松
戸
市
街
づ
く
り
部
都
市
計
画
課 

 
 

□
電
話
〇
四
七
□
三
六
六
□
七
三
七
二
□
及
び
街
づ
く
り
課
□
電
話
〇
四
七
□
三
六
六
□
七
三
七 

 
 

六
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
七
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

柏
市
役
所
分
庁
舎
二 

二
階
第
一
会
議
室
及
び
第
二
会
議
室
□
柏
市
柏
二
五
五
番
地
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

柏
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□

開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
□

同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
都

市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
柏
市
都
市
部
都
市
計

画
課
及
び
中
心
市
街
地
整
備
課 

 

２ 
縦
覧
期
間 

 
 

 
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
柏
市
都
市
部
都
市
計
画
課
又
は
中
心
市

街
地
整
備
課
□
郵
便
番
号
二
七
七―

八
五
〇
五 

柏
市
柏
五
丁
目
一
〇
番
一
号
□
ま
で
提
出
す
る
□



  

七 
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な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 
２ 

申
出
期
限 

 
 

 
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 
公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
市

街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
五
四
一
□
並
び
に
柏
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇

四
□
七
一
六
七
□
一
一
四
四
□
及
び
中
心
市
街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
□
七
一
六
七
□
二
三
五
四
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

我
孫
子
市
役
所
議
会
棟
一
階
第
一
委
員
会
室
□
我
孫
子
市
我
孫
子
一
□
八
五
八
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

我
孫
子
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
我
孫
子
市
都
市
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
我
孫
子
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
郵
便

番
号
二
七
〇―

一
一
九
二 

我
孫
子
市
我
孫
子
一
□
八
五
八
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該

案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
我

孫
子
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
□
七
一
八
五
□
一
五
二
九
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

鎌
ケ
谷
市
役
所
地
下
一
階
団
体
研
修
室
□
鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ
谷
二
丁
目
六
番
一
号
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

鎌
ケ
谷
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
鎌
ケ
谷
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
鎌
ケ
谷
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

 
 

□
郵
便
番
号
二
七
三―

〇
一
九
五 

鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ
谷
二
丁
目
六
番
一
号
□
ま
で
提
出
す
る
□
な

お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 
申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
鎌

ケ
谷
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
□
四
四
五
□
一
四
二
二
□ 

  



 
 

 

八 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 
 

 
 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
八
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

浦
安
市
文
化
会
館
三
階
第
一
会
議
室
□
浦
安
市
猫
実
一
丁
目
一
番
二
号
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

浦
安
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
浦
安
市
都
市
政
策
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
浦
安
市
都
市
政
策
部
都
市
計
画
課
□
郵

便
番
号
二
七
九―

八
五
〇
一 

浦
安
市
猫
実
一
丁
目
一
番
一
号
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案

に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
浦

安
市
都
市
政
策
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
□
三
五
一
□
一
一
一
一
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
八
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

市
川
市
役
所
第
一
庁
舎
五
階
第
一
委
員
会
室
□
市
川
市
八
幡
一
丁
目
一
番
一
号
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

市
川
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
□
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
市
川
市
街
づ
く
り
部

街
づ
く
り
計
画
課
及
び
街
づ
く
り
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
市
川
市
街
づ
く
り
部
街
づ
く
り
計
画
課

又
は
街
づ
く
り
整
備
課
□
郵
便
番
号
二
七
二―

八
五
〇
一 

市
川
市
南
八
幡
二
丁
目
二
〇
番
二
号
□

ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
市

街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
五
四
一
□
並
び
に
市
川
市
街
づ
く
り
部
街
づ
く
り
計
画

課
□
電
話
〇
四
七
□
七
一
二
□
六
三
二
三
□
及
び
街
づ
く
り
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
□
七
一
二
□
六

三
二
七
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 



  

九 
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令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 
日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
八
日 

午
後
二
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

船
橋
市
役
所
本
庁
舎
十
一
階
大
会
議
室
□
船
橋
市
湊
町
二
丁
目
一
〇
番
二
五
号
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

船
橋
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
□
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
船
橋
市
建
設
局
都
市

計
画
部
都
市
計
画
課
及
び
都
市
整
備
部
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
船
橋
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画

課
又
は
都
市
整
備
部
都
市
整
備
課
□
郵
便
番
号
二
七
三―

八
五
〇
一 

船
橋
市
湊
町
二
丁
目
一
〇
番

二
五
号
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
市

街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
五
四
一
□
並
び
に
船
橋
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計

画
課
□
電
話
〇
四
七
□
四
三
六
□
二
五
二
四
□
及
び
都
市
整
備
部
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
□
四

三
六
□
二
五
三
五
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

習
志
野
市
役
所
三
階
大
会
議
室
□
習
志
野
市
鷺
沼
二
丁
目
一
番
一
号
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

習
志
野
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
□
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
習
志
野
市
都
市
環
境

部
都
市
計
画
課
及
び
都
市
再
生
整
備
室
都
市
再
生
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
習
志
野
市
都
市
環
境
部
都
市
計
画
課
又

は
都
市
再
生
整
備
室
都
市
再
生
課
□
郵
便
番
号
二
七
五―

八
六
〇
一 

習
志
野
市
鷺
沼
二
丁
目
一
番

一
号
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
市

街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
五
四
一
□
並
び
に
習
志
野
市
都
市
環
境
部
都
市
計
画
課

□
電
話
〇
四
七
□
四
五
三
□
九
二
五
六
□
及
び
都
市
再
生
整
備
室
都
市
再
生
課
□
電
話
〇
四
七
□
四

五
三
□
七
三
七
四
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 



 
 

 

一
〇 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

一 
開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 
日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
七
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

八
千
代
市
役
所
別
館
二
階
第
一
会
議
室
及
び
第
二
会
議
室
□
八
千
代
市
大
和
田
新
田
三
一
二
番
地

の
五
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

八
千
代
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
東
葛
・
湾
岸
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
八
千
代
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
八
千
代
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

□
郵
便
番
号
二
七
六―

八
五
〇
一 

八
千
代
市
大
和
田
新
田
三
一
二
番
地
の
五
□
ま
で
提
出
す
る
□

な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
八

千
代
市
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
□
四
八
三
□
一
一
五
一
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
五
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

白
井
市
文
化
会
館
中
ホ
□
ル
□
白
井
市
復
一
□
一
四
八
番
地
の
八
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

印
西
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
印
旛
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
並
び
に
印
西
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
及
び
白

井
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
印
西
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
郵

便
番
号
二
七
〇―

一
三
九
六 

印
西
市
大
森
二
□
三
六
四
番
地
二
□
又
は
白
井
市
都
市
建
設
部
都
市

計
画
課
□
郵
便
番
号
二
七
〇―

一
四
九
二 

白
井
市
復
一
□
一
二
三
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な 

 
 

お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
並
び
に

印
西
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
六
□
三
三
□
四
六
五
三
□
及
び
白
井
市
都
市
建
設

部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
□
四
〇
一
□
四
六
八
二
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 



  

一
一 

令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１０１号 
 

 
 

令
和
八
年
二
月
一
日 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら 

 
２ 

場
所 

 
 

 
成
田
市
役
所
六
階
中
会
議
室
□
成
田
市
花
崎
町
七
六
〇
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

成
田
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
印
旛
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方 

 

針
□
□
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
成
田
市
都
市
部
都
市

計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
富
里
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
並
び
に
印
旛
郡
栄
町
都
市
建

設
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
若
し
く
は

市
街
地
整
備
課
□
郵
便
番
号
二
八
六―

八
五
八
五 

成
田
市
花
崎
町
七
六
〇
番
地
□
若
し
く
は
富
里

市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
郵
便
番
号
二
八
六―

〇
二
九
二 

富
里
市
七
栄
六
五
二
番
地
一
□
又

は
印
旛
郡
栄
町
都
市
建
設
課
□
郵
便
番
号
二
七
〇―

一
五
九
二 

印
旛
郡
栄
町
安
食
台
一
丁
目
二 

 
 

番
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
市

街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
五
四
一
□
並
び
に
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
電
話

〇
四
七
六
□
二
〇
□
一
五
六
〇
□
及
び
市
街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
六
□
二
〇
□
一
五
六
一
□
並

び
に
富
里
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
六
□
九
三
□
五
一
四
七
□
並
び
に
印
旛
郡
栄

町
都
市
建
設
課
□
電
話
〇
四
七
六
□
三
三
□
七
七
一
九
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
五
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

佐
倉
市
役
所
議
会
棟
二
階
第
三
委
員
会
室
□
佐
倉
市
海
隣
寺
町
九
七
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

佐
倉
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
印
旛
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
並
び
に
佐
倉
市
都
市
部
都
市
計
画
課
及
び
印
旛
郡

酒
々
井
町
ま
ち
づ
く
り
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
佐
倉
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
郵
便
番

号
二
八
五―

八
五
〇
一 

佐
倉
市
海
隣
寺
町
九
七
番
地
□
又
は
印
旛
郡
酒
々
井
町
ま
ち
づ
く
り
課 

 
 

□
郵
便
番
号
二
八
五―

八
五
一
〇 

印
旛
郡
酒
々
井
町
中
央
台
四
丁
目
一
一
番
地
□
ま
で
提
出
す 

 
 

る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
並
び
に

佐
倉
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
四
八
四
□
六
一
六
三
□
及
び
印
旛
郡
酒
々
井
町
ま
ち

づ
く
り
課
□
電
話
〇
四
三
□
三
八
二
□
二
三
四
二
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 



 
 

 

一
二 
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千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 
１ 
日
時 

 
 

 
令
和
八
年
一
月
十
七
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

四
街
道
市
役
所
本
庁
舎
本
館
一
号
棟
四
階
第
一
委
員
会
室
及
び
第
二
委
員
会
室
□
四
街
道
市
鹿
渡

無
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

四
街
道
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
印
旛
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
四
街
道
市
都
市
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
四
街
道
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
郵
便

番
号
二
八
四―

八
五
五
五 

四
街
道
市
鹿
渡
無
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意

見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
四

街
道
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
四
二
一
□
六
一
四
一
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
都
市
計
画
区
域
区
分
並
び
に
都
市

計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
七
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

市
原
市
役
所
第
二
庁
舎
三
階
二
三
〇
五
Ａ
会
議
室
□
市
原
市
国
分
寺
台
中
央
一
丁
目
一
番
地
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

市
原
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
内
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方 

 

針
□
□
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
都
市
再
開
発
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
市
街
地
整
備
課
並
び
に
市
原
市
都
市
部
都
市

計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
市
原
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
郵
便
番

号
二
九
〇―

八
五
〇
一 

市
原
市
国
分
寺
台
中
央
一
丁
目
一
番
地
一
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当

該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
市

街
地
整
備
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
五
四
一
□
並
び
に
市
原
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
電
話

〇
四
三
六
□
二
三
□
九
八
三
八
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日 

午
前
十
時
か
ら 



  

一
三 

令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１０１号 
 

２ 

場
所 

 
 

 

袖
ケ
浦
市
役
所
南
庁
舎
二
階
そ
で
ふ
れ
ば
□
市
民
協
働
会
議
室
□
□
袖
ケ
浦
市
坂
戸
市
場
一
番
地

一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

袖
ケ
浦
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
内
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
袖
ケ
浦
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
袖
ケ
浦
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

 
 

□
郵
便
番
号
二
九
九―

〇
二
九
二 

袖
ケ
浦
市
坂
戸
市
場
一
番
地
一
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当

該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
袖

ケ
浦
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
八
□
六
二
□
三
五
一
四
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

木
更
津
市
役
所
朝
日
庁
舎
会
議
室
二―

六
□
木
更
津
市
朝
日
三
丁
目
八
番
一
号
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

木
更
津
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
内
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
並
び
に
木
更
津
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課
及
び

君
津
市
建
設
部
建
設
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
木
更
津
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課 

 
 

□
郵
便
番
号
二
九
二―

八
五
〇
一 

木
更
津
市
朝
日
三
丁
目
一
〇
番
一
九
号
□
又
は
君
津
市
建
設
部

建
設
計
画
課
□
郵
便
番
号
二
九
九―

一
一
九
二 

君
津
市
久
保
二
丁
目
一
三
番
一
号
□
ま
で
提
出
す

る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
並
び
に

木
更
津
市
都
市
整
備
部
都
市
政
策
課
□
電
話
〇
四
三
八
□
二
三
□
八
四
六
六
□
及
び
君
津
市
建
設
部

建
設
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
九
□
五
六
□
一
二
六
一
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 
日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
一
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

君
津
市
役
所
五
階
大
会
議
室
□
君
津
市
久
保
二
丁
目
一
三
番
一
号
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

君
津
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整
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備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
内
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 
作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 
縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
君
津
市
建
設
部
建
設
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
君
津
市
建
設
部
建
設
計
画
課
□
郵
便
番

号
二
九
九―

一
一
九
二 

君
津
市
久
保
二
丁
目
一
三
番
一
号
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に

係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
君

津
市
建
設
部
建
設
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
九
□
五
六
□
一
二
六
一
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
一
日 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

富
津
市
役
所
五
階
五
〇
二
会
議
室
及
び
五
〇
三
会
議
室
□
富
津
市
下
飯
野
二
□
四
四
三
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

富
津
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
内
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
富
津
市
建
設
経
済
部
都
市
政
策
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
富
津
市
建
設
経
済
部
都
市
政
策
課
□
郵

便
番
号
二
九
三―

八
五
〇
六 

富
津
市
下
飯
野
二
□
四
四
三
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該

案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
富

津
市
建
設
経
済
部
都
市
政
策
課
□
電
話
〇
四
三
九
□
八
〇
□
一
三
一
七
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
並
び
に
都
市
計
画
区
域
区
分
に
関
す

る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会
の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
七
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

大
網
白
里
市
中
部
コ
ミ
□
ニ
テ
□
セ
ン
タ
□
二
階
視
聴
覚
室
□
大
網
白
里
市
柿
餅
二
六
番
地
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

大
網
白
里
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の

整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
大
網
白
里
市
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 
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１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
大
網
白
里
市
都
市
整
備
課
□
郵
便
番
号

二
九
九―

三
二
九
二 

大
網
白
里
市
大
網
一
一
五
番
地
二
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係

る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
大

網
白
里
市
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
七
〇
□
〇
三
六
四
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
一
日 

午
後
三
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

富
津
市
役
所
五
階
五
〇
二
会
議
室
及
び
五
〇
三
会
議
室
□
富
津
市
下
飯
野
二
□
四
四
三
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

大
佐
和
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
内
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
富
津
市
建
設
経
済
部
都
市
政
策
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
富
津
市
建
設
経
済
部
都
市
政
策
課
□
郵

便
番
号
二
九
三―

八
五
〇
六 

富
津
市
下
飯
野
二
□
四
四
三
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該

案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
富

津
市
建
設
経
済
部
都
市
政
策
課
□
電
話
〇
四
三
九
□
八
〇
□
一
三
一
七
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
一
日 

午
後
三
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

成
田
市
役
所
六
階
中
会
議
室
□
成
田
市
花
崎
町
七
六
〇
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

下
総
大
栄
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の

整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
印
旛
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方 

 

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 
１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 
作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
成
田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
郵
便
番

号
二
八
六―

八
五
八
五 

成
田
市
花
崎
町
七
六
〇
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る

意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 



 
 

 

一
六 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 
 

 
 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
成

田
市
都
市
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
六
□
二
〇
□
一
五
六
〇
□ 

  
 

 
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
七
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

香
取
市
役
所
五
階
大
会
議
室
□
香
取
市
佐
原
口
二
□
一
二
七
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

香
取
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
香
取
・
東
総
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
香
取
市
建
設
水
道
部
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
香
取
市
建
設
水
道
部
都
市
整
備
課
□
郵

便
番
号
二
八
七―

八
五
〇
一 

香
取
市
佐
原
口
二
□
一
二
七
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該

案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
香

取
市
建
設
水
道
部
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
八
□
五
〇
□
一
二
一
四
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
七
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

香
取
郡
東
庄
町
役
場
一
階
会
議
室
二
□
香
取
郡
東
庄
町
笹
川
い
四
□
七
一
三
番
地
一
三
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

東
庄
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
香
取
・
東
総
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
香
取
郡
東
庄
町
ま
ち
づ
く
り
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
香
取
郡
東
庄
町
ま
ち
づ
く
り
課
□
郵
便

番
号
二
八
九―

〇
六
九
二 

香
取
郡
東
庄
町
笹
川
い
四
□
七
一
三
番
地
一
三
一
□
ま
で
提
出
す
る
□

な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
香

取
郡
東
庄
町
ま
ち
づ
く
り
課
□
電
話
〇
四
七
八
□
八
六
□
六
〇
七
八
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 



  

一
七 

令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１０１号 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 
１ 
日
時 

 
 

 
令
和
八
年
二
月
七
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

香
取
郡
多
古
町
役
場
三
階
大
会
議
室
□
香
取
郡
多
古
町
多
古
五
八
四
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

多
古
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
香
取
・
東
総
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
香
取
郡
多
古
町
空
港
ま
ち
づ
く
り
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
香
取
郡
多
古
町
空
港
ま
ち
づ
く
り
課
□
郵

便
番
号
二
八
九―

二
二
九
二 

香
取
郡
多
古
町
多
古
五
八
四
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該

案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
香

取
郡
多
古
町
空
港
ま
ち
づ
く
り
課
□
電
話
〇
四
七
九
□
七
六
□
五
四
〇
八
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
七
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

銚
子
市
勤
労
コ
ミ
□
ニ
テ
□
セ
ン
タ
□
□
銚
子
市
若
宮
町
一
番
地
の
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

銚
子
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
香
取
・
東
総
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
銚
子
市
都
市
整
備
課
都
市
整
備
室 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
銚
子
市
都
市
整
備
課
都
市
整
備
室
□
郵

便
番
号
二
八
八―

八
六
〇
一 

銚
子
市
若
宮
町
一
番
地
の
一
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に

係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
銚

子
市
都
市
整
備
課
都
市
整
備
室
□
電
話
〇
四
七
九
□
二
四
□
八
九
四
五
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 
日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
八
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

匝
瑳
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
□
二
階
第
三
会
議
室
□
匝
瑳
市
八
日
市
場
ハ
七
九
三
番
地
三
五
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

八
日
市
場
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の



 
 

 

一
八 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 

整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
香
取
・
東
総
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全

の
方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 
作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 
縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
匝
瑳
市
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
匝
瑳
市
都
市
整
備
課
□
郵
便
番
号
二
八

九―

二
一
九
八 

匝
瑳
市
八
日
市
場
ハ
七
九
三
番
地
二
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る

意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
匝

瑳
市
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
九
□
七
三
□
〇
〇
九
一
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
五
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

旭
市
役
所
一
階
市
民
ホ
□
ル
□
旭
市
ニ
の
二
□
一
三
二
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

旭
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□

開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
香
取
・
東
総
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方 

 

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
旭
市
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
旭
市
都
市
整
備
課
□
郵
便
番
号
二
八 

 
 

九―

二
五
九
五 

旭
市
ニ
の
二
□
一
三
二
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の

要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
旭

市
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
九
□
六
二
□
五
三
五
五
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
七
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

八
街
市
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
□
三
階
大
会
議
室
□
八
街
市
八
街
ほ
三
五
番
地
二
九
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

八
街
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
印
旛
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□

に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
八
街
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 
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１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
八
街
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
郵
便
番

号
二
八
九―

一
一
九
二 

八
街
市
八
街
ほ
三
五
番
地
二
九
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係

る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
八

街
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
四
四
三
□
一
四
三
〇
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

山
武
郡
芝
山
町
役
場
南
庁
舎
一
階
研
修
室
一
及
び
研
修
室
二
□
山
武
郡
芝
山
町
小
池
九
九
二
番 

 
 

地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

芝
山
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
山
武
郡
芝
山
町
企
画
空
港
政
策
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
山
武
郡
芝
山
町
企
画
空
港
政
策
課
□
郵

便
番
号
二
八
九―

一
六
九
二 

山
武
郡
芝
山
町
小
池
九
九
二
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該

案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
山

武
郡
芝
山
町
企
画
空
港
政
策
課
□
電
話
〇
四
七
九
□
七
七
□
三
九
〇
九
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
十
八
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

横
芝
光
町
町
民
会
館
一
階
大
ホ
□
ル
□
山
武
郡
横
芝
光
町
宮
川
一
一
□
九
〇
七
番
地
二
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

横
芝
光
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
山
武
郡
横
芝
光
町
未
来
づ
く
り
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 
公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 
公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 
作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
山
武
郡
横
芝
光
町
未
来
づ
く
り
課
□
郵

便
番
号
二
八
九―

一
七
九
三 

山
武
郡
横
芝
光
町
宮
川
一
一
□
九
〇
二
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な

お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 



 
 

 

二
〇 
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３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
山

武
郡
横
芝
光
町
未
来
づ
く
り
課
□
電
話
〇
四
七
九
□
八
五
□
五
二
二
五
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
五
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

山
武
市
役
所
本
庁
舎
新
館
三
階
第
五
会
議
室
□
山
武
市
殿
台
二
九
六
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

さ
ん
む
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
山
武
市
建
設
環
境
部
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
山
武
市
建
設
環
境
部
都
市
整
備
課
□
郵

便
番
号
二
八
九―

一
三
九
二 

山
武
市
殿
台
二
九
六
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係

る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
山

武
市
建
設
環
境
部
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
八
〇
□
一
一
九
一
□ 

  

 
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
七
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

東
金
中
央
コ
ミ
□
ニ
テ
□
セ
ン
タ
□
講
堂
□
東
金
市
東
岩
崎
一
番
地
二
〇
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

東
金
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
東
金
市
都
市
建
設
部
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
東
金
市
都
市
建
設
部
都
市
整
備
課
□
郵

便
番
号
二
八
三―

八
五
一
一 

東
金
市
東
岩
崎
一
番
地
一
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係

る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
東

金
市
都
市
建
設
部
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
五
〇
□
一
一
五
四
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 



  

二
一 

令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１０１号 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

一 
開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 
日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
五
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

九
十
九
里
町
立
中
央
公
民
館
二
階
第
二
会
議
室
□
山
武
郡
九
十
九
里
町
片
貝
二
□
九
一
五
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

九
十
九
里
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の

整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の

方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
山
武
郡
九
十
九
里
町
ま
ち
づ
く
り
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
山
武
郡
九
十
九
里
町
ま
ち
づ
く
り
課 

 
 

□
郵
便
番
号
二
八
三―

〇
一
九
五 

山
武
郡
九
十
九
里
町
片
貝
四
□
〇
九
九
番
地
□
ま
で
提
出
す 

 
 

る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
山

武
郡
九
十
九
里
町
ま
ち
づ
く
り
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
七
〇
□
三
一
五
六
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
八
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

茂
原
市
役
所
一
階
市
民
室
□
茂
原
市
道
表
一
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

茂
原
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
茂
原
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
茂
原
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
郵

便
番
号
二
九
七―

八
五
一
一 

茂
原
市
道
表
一
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る
意

見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
茂

原
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
二
〇
□
一
五
四
六
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
八
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

長
生
郡
長
南
町
役
場
庁
舎
二
階
第
一
会
議
室
□
長
生
郡
長
南
町
長
南
二
□
一
一
〇
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 



 
 

 

二
二 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 
 

 

長
南
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
長
生
郡
長
南
町
建
設
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
長
生
郡
長
南
町
建
設
課
□
郵
便
番
号
二

九
七―

〇
一
九
二 

長
生
郡
長
南
町
長
南
二
□
一
一
〇
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に

係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
長

生
郡
長
南
町
建
設
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
四
六
□
三
三
九
四
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
二
十
五
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

長
生
郡
白
子
町
役
場
二
階
第
三
会
議
室
□
長
生
郡
白
子
町
関
五
□
〇
七
四
番
地
の
二
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

白
子
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
長
生
郡
白
子
町
建
設
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
長
生
郡
白
子
町
建
設
課
□
郵
便
番
号
二

九
九―

四
二
九
二 

長
生
郡
白
子
町
関
五
□
〇
七
四
番
地
の
二
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案

に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
長

生
郡
白
子
町
建
設
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
三
三
□
二
一
一
六
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
八
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

長
生
村
交
流
セ
ン
タ
□
講
堂
□
長
生
郡
長
生
村
岩
沼
八
七
四
番
地
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

長
生
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
長
生
郡
長
生
村
ま
ち
づ
く
り
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 



  

二
三 
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四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 
１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 
作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
長
生
郡
長
生
村
ま
ち
づ
く
り
課
□
郵
便

番
号
二
九
九―

四
三
九
四 

長
生
郡
長
生
村
本
郷
一
番
地
七
七
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案

に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
長

生
郡
長
生
村
ま
ち
づ
く
り
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
三
二
□
二
一
一
六
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
八
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

一
宮
町
中
央
公
民
館
一
階
大
会
議
室
□
長
生
郡
一
宮
町
一
宮
二
□
四
六
〇
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

一
宮
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
九
十
九
里
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方

針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
長
生
郡
一
宮
町
都
市
環
境
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
長
生
郡
一
宮
町
都
市
環
境
課
□
郵
便
番

号
二
九
九―

四
三
九
六 

長
生
郡
一
宮
町
一
宮
二
□
四
五
七
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該

案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
長

生
郡
一
宮
町
都
市
環
境
課
□
電
話
〇
四
七
五
□
四
二
□
一
四
三
〇
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
一
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

い
す
み
市
役
所
大
原
庁
舎
三
階
三
〇
一
会
議
室
□
い
す
み
市
大
原
七
□
四
〇
〇
番
地
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

い
す
み
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
南
房
総
・
外
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全

の
方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
い
す
み
市
都
市
整
備
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 
公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 
公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 
作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
い
す
み
市
都
市
整
備
課
□
郵
便
番
号
二

九
八―

八
五
〇
一 

い
す
み
市
大
原
七
□
四
〇
〇
番
地
一
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係

る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 



 
 

 

二
四 
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３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
い

す
み
市
都
市
整
備
課
□
電
話
〇
四
七
〇
□
六
二
□
一
二
〇
四
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
二
月
一
日 

午
後
二
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

夷
隅
郡
御
宿
町
役
場
二
階
大
会
議
室
□
夷
隅
郡
御
宿
町
須
賀
一
□
五
二
二
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

御
宿
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
南
房
総
・
外
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全

の
方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
夷
隅
郡
御
宿
町
建
設
環
境
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
夷
隅
郡
御
宿
町
建
設
環
境
課
□
郵
便
番

号
二
九
九―

五
一
九
二 

夷
隅
郡
御
宿
町
須
賀
一
□
五
二
二
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該

案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
夷

隅
郡
御
宿
町
建
設
環
境
課
□
電
話
〇
四
七
〇
□
六
八
□
六
六
九
三
□ 

  

 
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

勝
浦
市
役
所
四
階
四
〇
一
会
議
室
□
勝
浦
市
新
官
一
□
三
四
三
番
地
の
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

勝
浦
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
南
房
総
・
外
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全

の
方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
勝
浦
市
都
市
建
設
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
勝
浦
市
都
市
建
設
課
□
郵
便
番
号
二
九

九―

五
二
九
二 

勝
浦
市
新
官
一
□
三
四
三
番
地
の
一
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案
に
係
る

意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
勝

浦
市
都
市
建
設
課
□
電
話
〇
四
七
〇
□
七
三
□
六
六
二
七
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 



  

二
五 

令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１０１号 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 
日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

鴨
川
市
役
所
四
階
大
会
議
室
□
鴨
川
市
横
渚
一
□
四
五
〇
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

鴨
川
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
南
房
総
・
外
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全

の
方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
鴨
川
市
建
設
経
済
部
都
市
建
設
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
鴨
川
市
建
設
経
済
部
都
市
建
設
課
□
郵

便
番
号
二
九
六―

八
六
〇
一 

鴨
川
市
横
渚
一
□
四
五
〇
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案

に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
鴨

川
市
建
設
経
済
部
都
市
建
設
課
□
電
話
〇
四
□
七
〇
九
三
□
七
八
三
五
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 

午
後
三
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

鴨
川
市
役
所
四
階
大
会
議
室
□
鴨
川
市
横
渚
一
□
四
五
〇
番
地
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 

 
 

天
津
小
湊
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の

整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
南
房
総
・
外
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保

全
の
方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
鴨
川
市
建
設
経
済
部
都
市
建
設
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
鴨
川
市
建
設
経
済
部
都
市
建
設
課
□
郵

便
番
号
二
九
六―

八
六
〇
一 

鴨
川
市
横
渚
一
□
四
五
〇
番
地
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当
該
案

に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
鴨

川
市
建
設
経
済
部
都
市
建
設
課
□
電
話
〇
四
□
七
〇
九
三
□
七
八
三
五
□ 

  
 

 

都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
千
葉
県
都
市
計
画
公
聴
会

の
開
催 

 

都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
千
葉

県
都
市
計
画
公
聴
会
を
開
催
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

開
催
の
日
時
及
び
場
所 

 

１ 

日
時 

 
 

 

令
和
八
年
一
月
三
十
一
日 

午
前
十
時
か
ら 

 

２ 

場
所 

 
 

 

館
山
市
役
所
本
館
二
階
会
議
室
□
館
山
市
北
条
一
□
一
四
五
番
地
の
一
□ 

二 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
種
類 



 
 

 

二
六 

千 葉 県 報 第１４１０１号 令和 7 年 12 月 12 日 (金曜日) 
 

 

館
山
都
市
計
画
区
域
に
係
る
都
市
計
画
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
の
整

備
□
開
発
及
び
保
全
の
方
針
□
南
房
総
・
外
房
広
域
都
市
圏
都
市
計
画
区
域
の
整
備
□
開
発
及
び
保
全

の
方
針
□
に
関
す
る
都
市
計
画 

三 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
の
概
要
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
及
び
館
山
市
建
設
環
境
部
都
市
計
画
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で 

四 

公
述
の
申
出
の
方
法
及
び
期
限
等 

 

１ 

公
述
の
申
出
の
方
法 

 
 

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
の
案
に
公
述
を
希
望
す
る
者
は
□
当
該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
並

び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
□
知
事
宛
て
に
□
館
山
市
建
設
環
境
部
都
市
計
画
課
□
郵

便
番
号
二
九
四―

八
六
〇
一 

館
山
市
北
条
一
□
一
四
五
番
地
の
一
□
ま
で
提
出
す
る
□
な
お
□
当

該
案
に
係
る
意
見
の
要
旨
は
□
八
百
字
以
内
と
す
る
□ 

 

２ 

申
出
期
限 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 

３ 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

 
 

 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
三
□
二
二
三
□
三
三
七
六
□
及
び
館

山
市
建
設
環
境
部
都
市
計
画
課
□
電
話
〇
四
七
〇
□
二
二
□
三
六
四
〇
□ 

  
 

 

土
地
区
画
整
理
組
合
の
退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

土
地
区
画
整
理
法
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
四
街

道
市
鹿
渡
南
部
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
□ 

た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

 

海 

保 
 

 

利 
 

 

四
街
道
市
鹿
渡
五
〇
三
番
地
一 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

    

 
 

 
 

                                   

 
 

 
入

札
公

告
 

 
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

。
 

 
 

令
和

７
年

１
２

月
１

２
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

病
院

局
長

 
 

山
 

崎
 

 
晋

一
朗

 
 

 

１
 

入
札

に
付

す
る

事
項

 

 

（
１

）
購

入
等

件
名

及
び

数
量

 
生

化
学

自
動

分
析

装
置

 
三

式
 

（
２

）
調

達
案

件
の

仕
様

等
 

入
札

説
明

書
及

び
仕

様
書

に
よ

る
。

 

（
３

）
履

行
期

限
 

令
和

８
年

３
月

３
１

日
 

（
４

）
履

行
場

所
 

千
葉

市
美

浜
区

豊
砂

６
番

１
 

千
葉

県
総

合
救

急
災

害
医

療
セ

ン
タ

ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉

市
緑

区
辺

田
町

５
７

９
番

地
の

１
 

千
葉

県
こ

ど
も

病
院

 

（
５

）
入

札
方

法
 

落
札

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
入

札
書

に
記

載
さ

れ
た

金
額

に
当

該
金

額
の

１
０

パ
ー

セ
ン

ト
に

相
当

す
る

額
を

加
算

し
た

金
額

（
当

該
金

額
に

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

端
数

金
額

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

）
を

も
っ

て
落

札
価

格
と

す
る

の
で

、
入

札
者

は
、

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

見
積

も
っ

た
契

約
金

額
の

１
１

０
分

の
１

０
０

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

（
６

）
電

子
入

札
の

利
用

 
こ

の
案

件
は

、
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
で

行
う

。
た

だ
し

、
電

子
入

札
に

よ
り

難
い

者
は

、
紙

入
札

方
式

参
加

届
出

書
を

提
出

し
、

紙
入

札
方

式
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

 

（
１

）
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
 

（
２

）
物

品
等

入
札

参
加

業
者

適
格

者
名

簿
に

登
載

さ
れ

て
い

る
者

の
う

ち
、

物
品

に
お

い
て

Ａ
の

等
級

に
格

付
け

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

 

（
３

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
物

品
等

一
般

競
争

入
札

参
加

者
及

び
指

名
競

争
入

札
参

加
者

の
資

格
等

に
基

づ
く

入
札

参
加

資
格

の
停

止
を

受
け

て
い

る
日

が
含

ま
れ

な
い

こ
と

。
 

（
４

）
こ

の
公

告
の

日
か

ら
開

札
の

日
ま

で
の

間
に

、
千

葉
県

物
品

等
指

名
競

争
入

札
参

加
者

指
名

停
止

等
基

準
（

昭
和

５
７

年
１

２
月

１
日

制
定

）
に

基
づ

く
指

名
停

止
及

び
物

品
調

達
等

の
契

約
に

係
る

暴
力

団
等

排
除

措
置

要
領

に
基

づ
く

入
札

参
加

除
外

措
置

を
受

け
て

い
る

日
が

含
ま

れ
な

い
こ

と
。

 

（
５

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

場
合

は
、

電
子

認
証

（
Ｉ

Ｃ
カ

ー
ド

）
を

取
得

し
て

い
る

こ
と

。
 

３
 

入
札

書
の

提
出

場
所

等
 

（
１

）
入

札
書

の
提

出
場

所
、

契
約

条
項

を
示

す
場

所
、

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

問
合

せ
先

 
〒

２
６

０
－

８
６

６
５

 
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

１
番

１
号

 
千

葉
県

病
院

局
経

営
管

理
課

経
営

企
画

戦
略

室
 

電
話

０
４

３
（

２
２

３
）

３
９

６
７

 

（
２

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
 

ち
ば

電
子

調
達

シ
ス

テ
ム

 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
c
h
i
b
a
-
e
p
-

b
i
s
.
s
u
p
e
r
c
a
l
s
.
j
p
/
p
o
r
t
a
l
P
u
b
l
i
c
/
 

（
３

）
入

札
説

明
書

の
交

付
期

間
 

令
和

７
年

１
２

月
１

２
日

か
ら

令
和

８
年

１
月

６
日

ま
で

（
千

葉
県

の
休

日
に

関
す

る
条

例
（

平
成

元
年

千
葉

県
条

例
第

１
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

 

（
４

）
入

札
書

の
提

出
期

限
 

 
 

ア
 

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
場

合
の

提
出

期
限

 
令

和
８

年
１

月
２

８
日

午
後

５
時

 

 
 

イ
 

紙
入

札
方

式
に

よ
る

場
合

の
提

出
期

限
 

令
和

８
年

１
月

２
８

日
午

後
５

時
 

（
５

）
開

札
の

日
時

及
び

場
所

 
令

和
８

年
１

月
２

９
日

午
後

１
時

３
０

分
 

千
葉

県
庁

南
庁

舎
８

階
病
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院
局

会
議

室
 

４
 

そ
の

他
 

（
１

）
契

約
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
 

日
本

語
及

び
日

本
国

通
貨

 

（
２

）
入

札
保

証
金

及
び

契
約

保
証

金
 

 
 

ア
 

入
札

保
証

金
 

千
葉

県
病

院
局

財
務

規
程

（
平

成
１

６
年

千
葉

県
病

院
局

管
理

規
程

第
２

２

号
。

以
下

「
財

務
規

程
」

と
い

う
。

）
第

１
３

５
条

の
規

定
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

イ
 

契
約

保
証

金
 

財
務

規
程

第
１

２
６

条
の

規
定

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
入

札
者

に
要

求
さ

れ
る

事
項

 
入

札
者

は
、

開
札

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
お

い
て

、
千

葉
県

病
院

局
長

か
ら

（
４

）
に

よ
り

提
出

し
た

申
請

書
等

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
４

）
入

札
参

加
資

格
の

確
認

 

 
 

ア
 

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

参
加

を
希

望
す

る
者

は
、

別
に

指
定

す
る

デ
ー

タ
を

次
に

よ
り

電
子

入
札

シ
ス

テ
ム

の
Ｕ

Ｒ
Ｌ

に
提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な

資
格

の
確

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
な

お
、

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

の
確

認

を
受

け
て

い
な

い
者

は
、

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

（
ア

）
提

出
期

限
 

令
和

８
年

１
月

６
日

午
後

５
時

 

 
 

（
イ

）
提

出
先

 
３

（
２

）
電

子
入

札
シ

ス
テ

ム
の

Ｕ
Ｒ

Ｌ
に

同
じ

。
 

 
 

イ
 

こ
の

一
般

競
争

入
札

に
紙

入
札

方
式

に
よ

る
参

加
を

希
望

す
る

者
は

、
３

（
１

）
に

示
す

場
所

に
お

い
て

別
に

配
布

す
る

一
般

競
争

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
及

び
関

係
資

料
を

次
に

よ
り

提

出
し

、
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
の

確
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
お

、
入

札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

の
確

認
を

受
け

て
い

な
い

者
は

、
こ

の
一

般
競

争
入

札
に

参
加

す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
 

 
 

（
ア

）
提

出
期

限
 

令
和

８
年

１
月

６
日

午
後

５
時

 

 
 

（
イ

）
提

出
場

所
 

３
（

１
）

に
示

す
場

所
 

（
５

）
入

札
の

無
効

 
こ

の
公

告
に

示
し

た
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
の

提
出

し
た

入
札

書
、

入
札

者
に

求
め

ら
れ

た
義

務
を

履
行

し
な

か
っ

た
者

の
提

出
し

た
入

札
書

そ
の

他
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

入
札

書
は

、
無

効
と

す
る

。
 

（
６

）
契

約
書

の
作

成
の

要
否

 
要

 

（
７

）
落

札
者

の
決

定
方

法
 

こ
の

公
告

に
示

し
た

物
品

を
納

入
で

き
る

と
千

葉
県

病
院

局
長

が
判

断
し

た
入

札
者

で
あ

っ
て

、
財

務
規

程
第

１
４

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
作

成
さ

れ
た

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
で

最
低

価
格

を
も

っ
て

有
効

な
入

札
を

行
っ

た
も

の
を

落
札

者
と

す
る

。
 

（
８

）
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
に

お
け

る
入

札
参

加
資

格
の

取
消

し
 

落
札

者
が

こ
の

公
告

に
係

る
契

約
を

締
結

し
な

い
場

合
は

、
入

札
条

件
の

誤
認

や
入

札
金

額
の

錯
誤

等
を

認
め

た
と

き
で

あ
っ

て

も
、

３
年

以
内

の
期

間
を

定
め

て
、

入
札

参
加

資
格

を
取

り
消

す
こ

と
が

あ
る

。
 

（
９

）
そ

の
他

 
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

 

５
 

S
u
m
m
a
r
y
 

 

（
１

）
N
a
t
u
r
e
 
a
n
d
 
q
u
a
n
t
i
t
y
 
o
f
 
t
h
e
 
p
r
o
d
u
c
t
s
 
t
o
 
b
e
 
p
u
r
c
h
a
s
e
d
:
 
A
u
t
o
m
a
t
e
d
 
B
i
o
c
h
e
m
i
c
a
l
 

A
n
a
l
y
z
e
r
 
(
3
s
e
t
s
)
 

（
２

）
T
i
m
e
 
l
i
m
i
t
 
f
o
r
 
t
e
n
d
e
r
:
 
5
:
0
0
 
P
.
M
.
,
 
2
8
 
J
a
n
u
a
r
y
,
 
2
0
2
6
 

（
３

）
C
on
ta
ct 

poi
nt 

fo
r 

t
he 

no
ti
ce
: 

H
os
pi
tal

 
Ma
na
ge
me
nt 

Di
vi
si
on,

 
Ch
ib
a 

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
 

H
o
s
p
i
t
a
l
s
 
B
u
r
e
a
u
,
 
1
-
1
 
I
c
h
i
b
a
-
c
h
o
,
 
C
h
u
o
-
k
u
,
 
C
h
i
b
a
-
s
h
i
,
 
C
h
i
b
a
 
P
r
e
f
e
c
t
u
r
e
,
 
2
6
0
-

8
6
6
5
 
J
a
p
a
n
 
T
E
L
 
0
4
3
-
2
2
3
-
3
9
6
7
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